
 

400MHz帯災害対策用可搬型無線システム作業班運営方針（案） 

 

 

 

１ 作業班の構成 

   (1) 作業班は、陸上無線通信委員会（以下「委員会」という。）主査から指

名された者により構成される。 

   (2) 作業班の主任は、委員会主査から指名された者がこれに当たる。 

 

２ 作業班の運営 

   (1) 主任は、作業班の検討事項及び議事を掌握する。 

   (2) 作業班の会議は、主任が招集する。 

   (3) 主任は、作業班の会議を招集する時は、構成員にあらかじめ日時、場所

及び議題を通知する。 

   (4) 主任は、関係者に協力を求めることができる。 

   (5) 主任は、必要があると認める時は、作業班に、必要と認める者の出席を

求め、意見を述べさせ又は説明させることができる。 

   (6) その他、作業班の運営については、主任が定めるところによる。 
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